
 

 

 

資料１ 

  ⻘森市障がい者総合プラン（素案）への意⾒等について 

○委員からの意⾒について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ 項目 ページ ご意⾒の内容 市の考え方 反映状況 

1 
【第２部第３章】 教育の充実及び⾃⽴した⽣活の⽀援 

施策１ 教育・保育におけるインクルーシブの推進 
障がいの状況やニーズに応じた教育・保育の推進 

61 

 
取組の標題が「インクルーシブ教育システムの推進」とな

っていることから理解できるが、取組内容について、誤解を
与えないよう障がいの有無に関わらず、同じ環境、同じ条件
で学んでいくインクルーシブ理念を記載すべきである。  

 
下記のとおり、取組内容の記述を修正しました。 
 

 
 
 
取組内容︓小学校入学時から、子どもの多様な教育的ニーズに応じた⽀援体制を確

⽴できるよう幼保小の連携の充実を図ります。また、        
                             児童⽣徒の一人

ひとりの教育的ニーズに応えるための適切な指導や⽀援を⾏います。 
       ↓ 
取組内容︓小学校入学時から、子どもの多様な教育的ニーズに応じた⽀援体制を確

⽴できるよう幼保小の連携の充実を図ります。また、障がいのあるか
たとないかたが共に学ぶインクルーシブ理念のもと、児童⽣徒の一人
ひとりの教育的ニーズに応えるための適切な指導や⽀援を⾏います。 

 

反映済 

2 

【第２部第５章】 情報アクセシビリティの向上及び 
            意思疎通⽀援の充実 

施策１ 情報アクセシビリティの向上 
 障がいの特性に配慮した情報の提供 

83 

 
議会事務局において、議会中継の録画映像に字幕を付け配

信しているので、主な取組に追記してもらいたい。 

 
下記のとおり、主な取組に追記しました。 
 

 
取組︓議会中継の字幕付き録画映像の配信 
取組内容︓議会中継の録画映像に字幕を付けて配信します。 
 

反映済 



 

 

 

資料１ 

○わたしの意⾒提案制度による意⾒について 

Ｎｏ 項目 ページ ご意⾒の概要 市の考え方 反映状況 

1 

【各論】第２章 地域⽣活⽀援の充実 
❶⽣活⽀援の充実  
主な取組（１）相談⽀援体制の充実 
        ピアサポーターの養成 

49 

私は、知的障がいを持っています。 
昨年受講した県の委託で弘前市の社会福祉法人が開催した

「障がい者ピアサポート養成研修」には、精神障がいはもと
より、身体・知的・難病など様々な障がいのあるかたが参加し
ていました。 

市では、精神障がい者を対象に研修会等の開催を想定して
いますが、それ以外の障がいのある人も含むべきだと思いま
す。 

 
⻘森県では、⾃ら障がいや疾病の経験を持ち、その経験を活かしながら他の障が

いや疾病のある障がいのあるかたの⽀援を⾏うピアサポーター及びピアサポータ
ーの活⽤方法等を理解した障がい福祉サービス事業所等の管理者等の養成を図
り、県内の障がい福祉サービスにおける質の高いサポート活動の取組を⽀援する
ため、「障がい者ピアサポート養成研修」を令和 5 年度から実施しております。 

プランに記載の「ピアサポーターの養成」については、近年、本市においても精
神障害者保健福祉手帳所持者が増加していることから、地域活動⽀援センターに
おいて、精神障がいのあるかたを対象にピア活動をより充実されることを目的に
研修会を、同じ仲間として交流することによる⽀援の輪を広げることを目的に交
流会を開催しているところです。 

今後、身体・知的障がいのかたを対象とした研修会等の開催についても、関係機
関と連携して進めてまいります。 
 
 下記のとおり、取組内容の記述を一部修正します。 

精神障がい者ピアサポーターを養成するための研修会等を開催します。 
       ↓ 

  障がい者ピアサポーターを養成するための研修会等を開催します。 
 

反映 

2 

 
 
【各論】第２章 地域⽣活⽀援の充実  
 ➊⽣活⽀援の充実 
 主な取組（2）地域における⽣活⽀援機能の充実 
         障がい者グループホームの充実 
 
 

54〜56 

グループホームに関して、充実してほしいです。 
現在、⻘森市内にあるグループホームは、シェアハウス型

（キッチン・トイレ・浴室等が共⽤）が中心で、アパート型
（居室にキッチン・トイレ・浴室等があるタイプ）がないのが
現状です。市営住宅の空き部屋の一部をアパート型として提
供している⾃治体もありますので、希望している障がい者に
提供してほしいです。 

 
現在本市では、市営住宅の維持管理コストを削減し、より効率的な運⽤を目指す

ため、⻘森市公営住宅等⻑寿命化計画に基づき市営住宅の集約化を計画的に進め
ており、今後においては、余剰住⼾の発⽣が少なくなることが想定されるため、市
営住宅の空き部屋の一部をグループホームに提供することは難しい状況でありま
すことをご理解願います。 

なお、国においては、障害福祉計画における基本指針において、⾃⽴⽀援の観点
から地域における居住の場として、グループホームの充実を図ることとしており、
本市プランにおいても、共同⽣活援助（グループホーム）の充実について、「（１）
地域での⽣活を⽀援する障害福祉サービス等の提供」の取組「障害福祉サービスの
充実」の中で、共同⽣活援助（グループホーム）を含む障害福祉サービス全般を確
保していくこととしております。 

また、シェアハウス型やアパート型という区分分けは制度上無いものの、本市に
おいては、⺠間のアパートを活⽤したグループホームが増加傾向にありますこと
から、グループホームの選択にあたっては相談⽀援事業所へ相談していただけれ
ば、ご本人の障がい特性に配慮しながら、ご本人の意思を尊重した調整を⾏うなど
の⽀援を⾏いますので、まずは担当している相談⽀援事業所へ相談されるようお
願いします。 

 

反映困難 

 【反映状況の定義】 
「反映」・・・・・・・記述の追加等意⾒の全部⼜は一部を反映させるもの 
「記述・整理済」・・・計画に記述しているもの、市の考え方が整理されているもの 
「実施段階検討」・・・計画の実施段階で検討するもの 
「反映困難」・・・・・反映が困難なもの 
「その他」・・・・・・上記以外のもの 
「対象事項外」・・・・施策の体系外への意⾒ 


